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現
在
お
手
元
に
あ
る
乳
幼
児
・

義
務
教
育
就
学
児
医
療
証
の
有
効

期
間
は
、
９
月　

日
（
金
）
ま
で

３０

で
す
。
医
療
証
の
継
続
の
た
め
に

は
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

現
況
届
の
用
紙
は
６
月　

日
付

１４

け
で
、
手
続
き
が
必
要
な
方
へ
送

付
し
て
い
ま
す
。

 
新
た
に
受
給
の
対
象
に

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
所
得
超
過
に
よ
り
、

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成

（
小
・
中
学
生
）
の
対
象
と
な
ら

な
か
っ
た
家
庭
で
も
、　

年
度（　

２３

２２

現況届が
提出されないと…

革
10月1日以降の
医療証の交付が
できません

年
分
）
に
所
得
の
減
少
・
扶
養
家

族
の
増
加
・
国
民
年
金
か
ら
厚
生

年
金
へ
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
受
給
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

所
得
制
限
限
度
額
表
（
左
表
参

照
）
を
確
認
の
上
、
新
た
に
対
象

と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
方
は
、

９
月
中
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
新
規
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　

①
健
康
保
険
証
の
写
し
（
申
請

者
と
対
象
児
童
の
も
の
）
②
認
め

印
③　

年
１
月
２
日
以
降
に
東
久

２３

留
米
市
に
転
入
し
た
方
は
、　

年
２３

１
月
１
日
在
住
の
市
区
町
村
長
の

発
行
す
る
「
平
成　

年
度
（
平
成

２３

　

年
分
）
所
得
証
明
書
」

２２
　
【
ご
注
意
】乳
幼
児
医
療
費
助
成

は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

だ
申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、
早

め
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

　

※
６
月
に
現
況
届
を
提
出
し
た

方
は
新
規
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま

青
少
年
健
全
育
成
の
呼
び
か
け
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

せ
ん
。

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て

　

子
ど
も
手
当
は
、
つ
な
ぎ
法
案

の
成
立
に
よ
り
、　

歳
以
下
の
子

１５

ど
も
１
人
当
た
り
月
額
１
万
３
０

０
０
円
の
支
給
が　

年
９
月
分
ま

２３

で
延
長
さ
れ
ま
す
（
所
得
制
限
は

あ
り
ま
せ
ん
）。現
在
受
給
中
の
方

に
は
、　

年
６
月
～
９
月
分
の
子

２３

ど
も
手
当
が　

月
に
支
給
さ
れ
ま

１０

す
。　

年
６
月
の
子
ど
も
手
当
現

２３

況
届
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
お
、　

月
以
降
の
子
ど
も
手

１０

当
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
後
決
定

次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
緯
４

７
０
・
７
７
３
６
へ
。

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
年

齢
・
電
話
番
号
・
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
（
お
持
ち
の
方
）
を
記
入

の
上
、
〒
２
０
３
倆
８
５
５
５
、

市
役
所
環
境
政
策
課
「
環
境
美
化

推
進
員
応
募
」
あ
て
郵
送
を
。
同

課
（
市
役
所
５
階
）

へ
直
接
持
参
、
電
子

メ
ー
ル
、
ま
た
は
フ

ァ
ク
ス
（
４
７
０
・

７
８
０
９
）
も
可
。

　

※
結
果
は
８
月

　

日
（
水
）
ま
で
に

３１通
知
し
ま
す
。
応
募

書
類
は
市
に
帰
属

し
、
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課

緯
４
７
０
・
７
７
５

３
へ
。

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
・
都
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
な
ど
の
市
税
の
納

め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕
事

な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な
方

は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
相
談
の
場
合
は
、
事
前

に
来
庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
な
お
、
納
税
証
明
の
発
行
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

※
介
護
保
険
料
、
保
育
園
保
育

料
、
学
童
保
育
料
は
、
納
付
書
を

持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収
し

ま
す
。

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
７
月　

日
（
木
）・　

２１

２２

日
（
金
）
の
い
ず
れ
も
午
後
８
時

ま
で休

日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
７
月　

日
（
土
）・　

２３

２４

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間
・
休
日
の
い
ず
れ

　

ポ
イ
捨
て
な
ど
を
な
く
し
、
ま

ち
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
、
第
２

期
の
推
進
員
の
成
果
を
受
け
継
い

で
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募

集
し
ま
す
。

　
【
市
環
境
美
化
推
進
員
と
は
】

「
東
久
留
米
市
ポ
イ
捨
て
等
の
防

止
及
び
路
上
喫
煙
の
規
制
に
関
す

る
条
例
」
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る

組
織

　
【
条
例
の
内
容
】た
ば
こ
の
吸
い

殻
・
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
の
か
み
か

す
・
空
き
缶
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の

投
げ
捨
て
の
ほ
か
、
ペ
ッ
ト
の
ふ

ん
を
放
置
す
る
こ
と
な
ど
の
ポ
イ

捨
て
行
為
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
路
上
喫
煙
を
規
制
し
携
帯

灰
皿
の
使
用
を
求
め
、
特
に
人
通

り
の
多
い
東
久
留
米
駅
周
辺
を
終

日
路
上
喫
煙
禁
止
区
域
に
指
定
し

て
い
ま
す

　
【
主
な
活
動
】①
市
内
に
お
け
る

ポ
イ
捨
て
行
為
や
、
路
上
喫
煙
禁

止
区
域
内
に
お
け
る
路
上
喫
煙
者

へ
の
啓
発
②
道
路
お
よ
び
広
場
な

ど
に
お
け
る
清
掃
③
環
境
美
化
推

進
員
連
絡
会
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ

の
参
加
な
ど

　
【
応
募
資
格
】
市
内
在
住
、
在
勤
、

在
学
で　

歳
以
上
の
方　

２０

　
【
募
集
人
数
】
制
限
な
し

　
【
謝
金
】
無
償

　
【
任
期
】　

年
８
月　

日（
水
）ま

２５

２１

で
　
【
第
１
回
連
絡
会
】９
月
の
平
日

昼
間
を
予
定

　

申
し
込
み
は
８
月
８
日
（
月
）

ま
で
に
（
必
着
）、
任
意
の
用
紙
に

応
募
の
動
機
を
簡
潔
に
ま
と
め
、

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
・

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成
制
度

　
　

現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
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ままままままままままままままままままままま

を
募
集
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜
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納納納納納納納納納納
税税税税税税税税税税
相相相相相相相相相相

夜
間
・
休
日
納
税
相
談談談談談談談談談談談

窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓
口口口口口口口口口口
をををををををををを
開開開開開開開開開開
設設設設設設設設設設
しししししししししし
まままままままままま

窓
口
を
開
設
し
ま
すすすすすすすすすすす

　
【
雇
用
期
間
】　

月
～　

年
３
月

１０

２５

　
【
勤
務
日
】原
則
と
し
て
給
食
実

施
日
の
午
前
８
時
半
～
午
後
４
時

（
休
憩　

分
含
む
）

６０

　
【
勤
務
地
】
市
立
第
十
小
学
校

　
【
時
給
】
１
０
３
０
円

　
【
対
象
】集
団
給
食
調
理
の
経
験

が
あ
り
、
体
力
に
自
信
の
あ
る
方

　
【
そ
の
他
】被
服
貸
与
。
交
通
費

は
別
途
支
給
。
雇
用
保
険
、
社
会

保
険
加
入
。
市
の
細
菌
検
査
お
よ

び
健
康
診
断
の
受
診
必
須
。
自
家

用
車
通
勤
不
可
。
有
給
休
暇
は
６

カ
月
後
に
取
得
可

　

申
し
込
み
は
８
月
１
日
（
月
）

ま
で
に
（
必
着
）、
履
歴
書
（
写
真

添
付
）
に
希
望
理
由
、
電
話
番
号

（
自
宅
お
よ
び
携
帯
電
話
）、経
歴

な
ど
を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３
倆

８
５
５
５
、
市
役
所
学
務
課
あ
て

郵
送
ま
た
は
直
接
同
課
（
市
役
所

６
階
）
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
採
用
方
法
】書
類
選
考
お
よ
び

面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。
な
お
、

応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
緯

４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

緊
急
雇
用
創
出
事
業
に

伴
う
市
臨
時
職
員 

（
環
境
政
策
課
）

　

市
で
は
、
急
激
な
雇
用
情
勢
の

悪
化
に
よ
り
離
職
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
方
の
支
援
の
た
め
、
緊
急
的

に
雇
用
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

　
【
業
務
内
容
（
２
種
類
）】
①
工

場
・
指
定
作
業
場
の
現
況
調
査
お

よ
び
管
理
台
帳
の
整
理
と
デ
ー
タ

化
②
紙
ベ
ー
ス
で
管
理
し
て
い
る

公
園
台
帳
の
整
理
と
デ
ー
タ
化

　
【
雇
用
期
間
・
勤
務
日
時
】
９
月

～　

月
の
う
ち
３
カ
月
間
。
１
カ

１２
月
当
た
り　

日
程
度
の
勤
務
。
勤

１５

務
時
間
は
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
【
賃
金
】
時
給
８
４
０
円

　
【
対
象
】解
雇
や
継
続
雇
用
の
中

止
に
よ
り
離
職
を

余
儀
な
く
さ
れ
、

現
在
失
業
中
の
方

で
、
パ
ソ
コ
ン
の

エ
ク
セ
ル
な
ど
の

入
力
操
作
が
可
能
な
方

　
【
募
集
人
数
】①
②
と
も
に
２
人

　
【
採
用
方
法
】書
類
選
考
お
よ
び

面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。
な
お
、

応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん

　
【
面
接
予
定
日
】８
月
８
日（
月
）

　

申
し
込
み
は
７
月　

日
（
金
）

２９

ま
で
に
（
必
着
）、
履
歴
書
（
写
真

添
付
）
を
、
〒
２
０
３
倆
８
５
５

５
、
市
役
所
環
境
政
策
課
あ
て
郵

送
ま
た
は
直
接
同
課
（
市
役
所
５

階
）
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
５
３
へ
。

市
立
小
学
校
給
食
臨
時
職
員

　

小
学
校
給
食
臨
時
調
理
員
（
産

休
代
替
）
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
業
務
内
容
】小
学
校
給
食
調
理

員
の
業
務

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　

詳
し
く
は
納
税
課
緯
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

　８月１日（月）は、固定資産税・都市計
画税第２期、国民健康保険税第１期、後期
高齢者医療保険料第１期の納期限です。最
寄りの金融機関・ゆうちょ銀行（郵便局）
でお納めください。
　詳しくは納税課緯４７０・７７２９へ。
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◆環境政策課メールアドレス
kankyoseisaku@city.higashikurume.lg.jp

　

市
内
在
住
の
在
日
外
国
人
な
ど

で
公
的
年
金
の
受
給
要
件
を
満
た

さ
な
い
方
に
福
祉
給
付
金
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

　
【
対
象
】昭
和　

年
３
月　

日
以

６１

３１

前
に
日
本
に
居
住
し
た
在
日
外
国

人
（
特
別
永
住
者
）
な
ど
で
、
次

の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
。
①
大

正　

年
４
月

１５
１
日
以
前
に

生
ま
れ
た
方

②
昭
和　

年
３７

１
月
１
日
以

前
生
ま
れ
で
、
昭
和　

年
１
月
１

５７

日
以
前
に
重
度
ま
た
は
中
度
の
障

害
が
あ
っ
た
方
③
昭
和　

年
１
月

２２

１
日
以
前
生
ま
れ
で
、
昭
和　

年
５７

１
月
１
日
～　

年
３
月　

日
の
間

６１

３１

に
重
度
ま
た
は
中
度
の
障
害
に
な

っ
た
方

　

※
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
や
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
方
、

他
の
自
治
体
か
ら
同
様
の
趣
旨
の

給
付
金
な
ど
を
受
け
て
い
る
方
、

市
に
外
国
人
登
録
ま
た
は
住
民
登

録
を
し
て
１
年
を
経
過
し
て
い
な

い
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

※
前
年
の
所
得
が
一
定
額
を
超

え
る
と
き
は
、
支
給
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
支
給
額
】
月
額
１
万
円　

　

申
し
込
み
は
①
の
方
は
認
め
印
、

②
③
の
方
は
認
め
印
と
障
害
の
程

度
・
発
症
日
な
ど
を
確
認
で
き
る

も
の
を
持
参
の
上
、
直
接
福
祉
総

務
課
福
祉
政
策
係（
市
役
所
１
階
）

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
緯
４
７
０
・
７

７
４
１
へ
。

　

も
う
す
ぐ
夏
休
み
で
す
。
子
ど

も
た
ち
は
心
身
と
も
に
生
き
生
き

と
し
、
行
動
範
囲
も
広
が
り
ま
す
。

し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の
緩

み
か
ら
非
行
に
走
っ
た
り
、
危
険

な
こ
と
に
出
遭
っ
た
り
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
夏
休
み
中
の
７
月　
２１

日
（
木
）
～
８
月　

日
（
水
）
を

３１

夏
の
強
調
期
間
と
し
て
、「
愛
の
ひ

と
声
運
動
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、
各
中
学
校
地
区

青
少
年
健
全
育
成
協
議
会
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
連
合
会
を
は
じ
め
、
関
係　

団
２９

体
で
実
施
委
員
会
を
組
織
し
、
各

中
学
校
地
区
単
位
実
行
委
員
会
が

街
頭
活
動
や
啓
発
用
ポ
ス
タ
ー
な

ど
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
育
成

を
呼
び
掛
け
る
も
の
で
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
の
参
加
・
協
力

が
あ
っ
て
こ
そ
、
成
果
を
上
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
身
近
な
と
こ

ろ
で
、
励
ま
し
や
ね
ぎ
ら
い
の
言

葉
、
時
に
は
注
意
の
言
葉
な
ど
、

愛
の
ひ
と
声
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
子
育

て
支
援
係
緯
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

　２２年度中の住民基本台帳の一部の写し
の閲覧状況をまとめ、
市政情報コーナー
（市役所２階）で公
表しています。
　なお、住居表示の
申請時に発行してい
る住居表示板が破損
している場合は、市民課（市役所１階）
へご連絡ください。再発行を行います。
　詳しくは同課緯４７０・７７２２へ。

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳ののののののののののののののののののののの閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状住民基本台帳の閲覧状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況
ををををををををををををををををををををを公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表しししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままを公表しますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

在
日
外
国
人
福
祉
給
付
金

を
支
給
し
ま
す

愛
の
ひ
と
声
運

愛
の
ひ
と
声
運
動動

※所得制限額に加算する金額
　　　◎老人扶養親族１人につき　　　６万円
　　　◎６人目以降１人増すごとに　　３８万円
※判定する所得（次の〈ア〉または〈イ〉から、〈ウ〉で該当する控除を差し引いた金額）
〈ア〉給与収入の場合
　　…年間収入から給与所得控除額を控除した「給与所得控除後の金額」
〈イ〉事業収入の場合
　　…年間収入から必要経費を引いた後の所得額
〈ウ〉〈ア〉または〈イ〉において算出した所得額から控除できる金額
　　　◎社会保険料相当額　　　　一律８万円
　　　◎雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除相当額
　　　◎障害者控除額　　　　　（普通）２７万円、（特別）４０万円
　　　◎寡婦・寡夫控除額　　　（普通）２７万円、（特別）３５万円

義務教育就学児医療費助成
２３年度（２２年中所得）所得制限限度額

厚生年金・各種
共済年金加入者国民年金加入者など扶養親族等の数

５３２万円４６０万円０人
５７０万円４９８万円１人
６０８万円５３６万円２人
６４６万円５７４万円３人
６８４万円６１２万円４人
７２２万円６５０万円５人


